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 （ウ） 原水の検査及び結果 

   原水（地下水）については、湖北台浄水場集合井において水道水質基準項目（５１項目）のう

ち、２項目（一般細菌、大腸菌）を毎月、８項目を年４回、全項目（３９項目）検査を年１回実施し

ました。水質管理目標設定項目のうち農薬類（２３項目）及び、隔年で実施しているダイオキシ

ン類については年１回実施しました。 

   水質検査の結果、年間を通じて水質の変動はほとんどなく良好な状態でした。 

   なお、原水における臭気については、主に木材臭（枯草や枯木などの分解物質が原因）が検

出されましたが、高度浄水処理により除去されているため問題ありません。 

  ※各地点の水質検査結果については、「（５） 令和２年度 水質検査結果」参照 

 

（（３３））  系系統統ごごととのの評評価価  

（ア） 北千葉系 

北千葉系の水質は、原水に表流水（利根川水系江戸川）を利用していることから、原水の水

質の変動による影響を受けているものの、受水している北千葉広域水道企業団において、平

成２６年１２月から高度浄水処理を導入し、水質は年間を通して良好で安定しています。 以

下に北千葉系の水質の特徴について述べます。 

 

A 水 温 

原水の水温が季節により大きく変動するため、水道水の水温もこれに合わせ変動していま

す。夏季に高温（３１．５℃）となり、冬季に低温（７．５℃）となります。 

B 基礎的性状 

基礎的性状は、ｐＨ値、味、臭気、色度（水の色）、濁度（水の濁り）の全てにおいて良好で

す。 

C 細 菌 

一般細菌、大腸菌共に未検出です。 

D 消毒副生成物 

消毒副生成物は、消毒用の塩素剤と原水中に含まれているフミン質などの物質が反応し

て生成される物質で、トリハロメタンなどがあります。これらのうち、クロロホルム、ブロモジクロ

ロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの各濃度の合計を総トリハロメタンと呼びます。 

総トリハロメタンは、一般的に化学反応は温度が高くなると促進されるため、消毒副生成物

についても同様の傾向が見られ、水温が高い時期に多くなり（０.０１２mg/L：総トリハロメタン）、

水温が低い時期に低く（０.００８mg/L：総トリハロメタン）なっています。 

E 塩化物イオン 

塩化物イオンは水道水の味の要件から定められているものです。水道水中の塩化物イオン

は原水水質に由来するものの他、消毒用の塩素剤の投入によっても増加することがあります。

北千葉系の水道水では、僅かな増減が確認できますが明確な季節的変動はなく、原水水質

の変動に伴うものと考えられます。 

４４ 令令和和２２年年度度水水道道水水質質検検査査結結果果ににつついいてて

  

（（１１））  ははじじめめにに  

我孫子市の水道は、主に西側地区に給水している河川水を水源とした北千葉系と、取手市

小堀地区を含めた東側地区に給水している深井戸水を水源とした湖北台系の２系統がありま

す。 

我孫子市水道局では、安全で快適な水を供給できる水道を目標とし、令和２年度我孫子市

水道局水質検査計画に基づき、浄水については北千葉系及び湖北台系それぞれの系統を代

表する給水栓（船戸台子どもの遊び場、久寺家あけぼの公園、滝前谷公園、新木児童公園、

布佐２号公園の５箇所）及び湖北台浄水場出口で、原水については湖北台浄水場集合井にお

いて定期的に水質検査を行いました。（３ 給水区域及び施設配置図参照） 

毎日検査として、市内４箇所（台田法花坊公園、№８取水井戸、新木石戸公園、布佐酉町下

公園）に連続自動水質監視装置を設置し、残留塩素、色度、濁度、水温、水圧の測定を行いま

した。（３ 給水区域及び施設配置図参照） 

 

（（２２））  水水質質基基準準とと水水質質検検査査結結果果ににつついいてて  

 （ア） 水質基準項目と水質管理目標設定項目 

水道水は、水道法による水道水質基準値に適合するものでなければならず、水道法により、

水道事業体等に検査の義務が課されています。 

また、水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目として水質管理目標設定項目があり

ます。 

※水質基準項目とは、水道法第４条第２項の規定に基づき「水質基準に関する省令」で定めら

れ、５１項目の基準項目を指します。 

 

 （イ） 浄水の水質検査及び結果 

    水道法で定められている１日１回以上行う、色、濁り、消毒の残留効果に関する検査の結果

は、すべての検査地点において水質基準に適合していました。 

また、給水栓及び浄水場出口については、水道水質基準項目（５１項目）のうち、定期検査

項目（９項目）（浄水場出口は、臭素酸を含む（１０項目））を毎月、全項目（５１項目）検査を年４

回（４月、７月、１０月、１月）、水質管理目標設定項目（１７項目）の検査を年２回（７月、１月）実

施しました。 

   水質検査の結果、全ての地点で水質検査基準値及び水質管理目標設定項目値を十分に

満たしています。 

※検査頻度は、水道法施行規則第１５条により定められています。 
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となります。嫌気性芽胞菌の存在は原水が糞尿により汚染された可能性を示唆し、原水がク

リプトスポリジウムにより汚染されている可能性があることをも示唆しています。このような方法

を採るのは、クリプトスポリジウムの検査は熟練者でも難しく、容易に判断が出来ないため、検

査の簡単な嫌気性芽胞菌の検査を行い、間接的にクリプトスポリジウムによる汚染の可能性

を判断し、必要な場合にクリプトスポリジウム本体の検査を行うこととしたものです。湖北台系

の原水は、深井戸水を用いているため、糞尿による汚染を受けにくいことと、嫌気性芽胞菌

は検出されていないことから、クリプトスポリジウムによる汚染の可能性も無いと判断できま

す。 

D 消毒副生成物 

湖北台系では原水にフミン質を多く含有していますが、高度浄水処理で分解・除去される

ため、北千葉系同様生成を抑えることが出来ています。しかし、浄水場から遠方にある検査

ポイントでは、運ばれる時間が長くなる（反応時間が長くなる）ことから生成量が僅かながら増

える傾向があり、距離が遠くなるほど顕著です（湖北台浄水場０．０１５mg/L、新木地区 

０．０１７mg/L、布佐地区０．０１８mg/L：総トリハロメタン、何れも最大値）。北千葉系の水道水

同様、季節的な変動も確認できます（主に夏季に最大値）。 

また、湖北台浄水場では、消毒剤として次亜塩素酸ナトリウムを用いています。消毒剤に

は不純物として臭素酸が含まれている場合があり、また、高度浄水処理のオゾンと原水中の

不純物が反応して、臭素酸が生成される場合もあります。このため、湖北台系の水道水から

は臭素酸が検出されています（０．００８mg/L：最大値）。 

塩化物イオン

塩素イオンの含有は、深井戸水がある地質の影響と考えられます。年間に僅かな増減が

確認できますが明確な季節的な変動は認められません。この塩化物イオンの量は北千葉系

と湖北台系の水質の相違点のひとつであり、湖北台系の方が北千葉系より高い値を示してい

ます（北千葉系最大３４．０mg/L、湖北台系最大４４．１mg/L）。 

F 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 

原水中の硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素は平均０．０２mg/L未満でしたが、浄水中には 

１．７３mg/L（湖北台浄水場最大値）含まれています。これは、高度浄水処理の活性炭ろ過

槽内に繁殖した硝化細菌の働きにより、原水中に含まれているアンモニア態窒素が硝酸態

窒素に硝化されるためと考えられます。水道水中のアンモニア態窒素は消毒の効果に大き

な影響を与えます。アンモニア態窒素は消毒剤の塩素と結合してクロラミンを生成し、これを

結合塩素といいます。一方、アンモニア態窒素が存在しない水道水では塩素は次亜塩素酸

となって存在し、これを遊離塩素といいます。結合塩素は遊離塩素に比べて消毒力が劣り、

同じ消毒力を得るには遊離塩素の２５倍が必要となります。湖北台系の水道水では、高度浄

水処理によりアンモニア態窒素を除去できたことから、遊離塩素での強力な消毒効果を得る

と共に、塩素剤の注入量を抑えることも出来ています。 

 

 

 

F 非イオン界面活性剤 

非イオン界面活性剤は、合成洗剤のひとつです。生活排水や工場排水の影響を受けや

すい表流水を原水としている北千葉系の水道水では、検出されることがありますが、令和２年

度の水質検査において検出されませんでした。 

G 臭気物質 

表流水では、夏季に水温が上がってくると植物プランクトンの藍藻類が繁殖し、水にカビ臭

をつける元となる臭気物質を出します。この臭気物質の臭いは非常に強力で、微量でも水道

水に異臭味を付けます。このため、北千葉広域水道企業団では夏季に原水中に臭気物質

が検出された場合には、粉末活性炭を投入して除去しています。北千葉系の水道水におい

て、令和２年度の水質検査にて検出されませんでした。 

 

（イ） 湖北台系 

湖北台系の水質の特徴は、原水中に含まれる地質に由来すると考えられる物質による影響

があることです。湖北台系の原水となっている深井戸水には、フミン質やフッ素、アンモニア態

窒素、鉄分などが含まれており、ｐＨ値も高め（８．３：弱アルカリ性：平均値）となっています。湖

北台浄水場では色度の低減を目的として高度浄水処理を行っていますが、他の物質につい

ても低減化が認められ、水質の改善に寄与していることが確認できます。 以下に、湖北台系

の水質の特徴について述べます。 

 

A 水 温 

原水は深井戸水を用いているため、水温は年間を通してほぼ一定です（１９．０℃：最大値、

１７．５℃：最小値）。しかし、給水栓からの水道水では浄水場から送られてくる間に気温など

の影響を受けるため、季節的変動があります。夏季に高温（２９．０℃：最大値）となり、冬季に

低温（１０．５℃：最小値）となります。 

B 基礎的性状 

基礎的性状の項目全てにおいて良好ですが、原水と水道水では次の様な変化がありま

す。 

原水ではｐＨ値が高く（８．３：平均値）弱アルカリ性ですが、水道水では高度浄水処理のオ

ゾンの働きにより酸性化され、ほぼ中性（７．６：平均値）となっています。また、原水は地質に

由来するフミン質が多く含まれているため、色度が高く（３．７度：平均値）なっていますが、高

度浄水処理により、低下（０．５以下：平均値）しています。 

C 細 菌 

浄水において一般細菌及び大腸菌共に不検出です。 

湖北台系の原水では、水質基準項目ではありませんが嫌気性芽胞菌の検査を実施していま

す。これは、次の様な理由によります。 

嫌気性芽胞菌は、クリプトスポリジウムにより原水が汚染されているかどうかを判断する指標
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となります。嫌気性芽胞菌の存在は原水が糞尿により汚染された可能性を示唆し、原水がク

リプトスポリジウムにより汚染されている可能性があることをも示唆しています。このような方法

を採るのは、クリプトスポリジウムの検査は熟練者でも難しく、容易に判断が出来ないため、検

査の簡単な嫌気性芽胞菌の検査を行い、間接的にクリプトスポリジウムによる汚染の可能性

を判断し、必要な場合にクリプトスポリジウム本体の検査を行うこととしたものです。湖北台系

の原水は、深井戸水を用いているため、糞尿による汚染を受けにくいことと、嫌気性芽胞菌

は検出されていないことから、クリプトスポリジウムによる汚染の可能性も無いと判断できま

す。 

D 消毒副生成物 

湖北台系では原水にフミン質を多く含有していますが、高度浄水処理で分解・除去される

ため、北千葉系同様生成を抑えることが出来ています。しかし、浄水場から遠方にある検査

ポイントでは、運ばれる時間が長くなる（反応時間が長くなる）ことから生成量が僅かながら増

える傾向があり、距離が遠くなるほど顕著です（湖北台浄水場０．０１５mg/L、新木地区 

０．０１７mg/L、布佐地区０．０１８mg/L：総トリハロメタン、何れも最大値）。北千葉系の水道水

同様、季節的な変動も確認できます（主に夏季に最大値）。 

また、湖北台浄水場では、消毒剤として次亜塩素酸ナトリウムを用いています。消毒剤に

は不純物として臭素酸が含まれている場合があり、また、高度浄水処理のオゾンと原水中の

不純物が反応して、臭素酸が生成される場合もあります。このため、湖北台系の水道水から

は臭素酸が検出されています（０．００８mg/L：最大値）。 

塩化物イオン

塩素イオンの含有は、深井戸水がある地質の影響と考えられます。年間に僅かな増減が

確認できますが明確な季節的な変動は認められません。この塩化物イオンの量は北千葉系

と湖北台系の水質の相違点のひとつであり、湖北台系の方が北千葉系より高い値を示してい

ます（北千葉系最大３４．０mg/L、湖北台系最大４４．１mg/L）。 

F 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 

原水中の硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素は平均０．０２mg/L未満でしたが、浄水中には 

１．７３mg/L（湖北台浄水場最大値）含まれています。これは、高度浄水処理の活性炭ろ過

槽内に繁殖した硝化細菌の働きにより、原水中に含まれているアンモニア態窒素が硝酸態

窒素に硝化されるためと考えられます。水道水中のアンモニア態窒素は消毒の効果に大き

な影響を与えます。アンモニア態窒素は消毒剤の塩素と結合してクロラミンを生成し、これを

結合塩素といいます。一方、アンモニア態窒素が存在しない水道水では塩素は次亜塩素酸

となって存在し、これを遊離塩素といいます。結合塩素は遊離塩素に比べて消毒力が劣り、

同じ消毒力を得るには遊離塩素の２５倍が必要となります。湖北台系の水道水では、高度浄

水処理によりアンモニア態窒素を除去できたことから、遊離塩素での強力な消毒効果を得る

と共に、塩素剤の注入量を抑えることも出来ています。 

 

 

 

F 非イオン界面活性剤 

非イオン界面活性剤は、合成洗剤のひとつです。生活排水や工場排水の影響を受けや

すい表流水を原水としている北千葉系の水道水では、検出されることがありますが、令和２年

度の水質検査において検出されませんでした。 

G 臭気物質 

表流水では、夏季に水温が上がってくると植物プランクトンの藍藻類が繁殖し、水にカビ臭

をつける元となる臭気物質を出します。この臭気物質の臭いは非常に強力で、微量でも水道

水に異臭味を付けます。このため、北千葉広域水道企業団では夏季に原水中に臭気物質

が検出された場合には、粉末活性炭を投入して除去しています。北千葉系の水道水におい

て、令和２年度の水質検査にて検出されませんでした。 

 

（イ） 湖北台系 

湖北台系の水質の特徴は、原水中に含まれる地質に由来すると考えられる物質による影響

があることです。湖北台系の原水となっている深井戸水には、フミン質やフッ素、アンモニア態

窒素、鉄分などが含まれており、ｐＨ値も高め（８．３：弱アルカリ性：平均値）となっています。湖

北台浄水場では色度の低減を目的として高度浄水処理を行っていますが、他の物質につい

ても低減化が認められ、水質の改善に寄与していることが確認できます。 以下に、湖北台系

の水質の特徴について述べます。 

 

A 水 温 

原水は深井戸水を用いているため、水温は年間を通してほぼ一定です（１９．０℃：最大値、

１７．５℃：最小値）。しかし、給水栓からの水道水では浄水場から送られてくる間に気温など

の影響を受けるため、季節的変動があります。夏季に高温（２９．０℃：最大値）となり、冬季に

低温（１０．５℃：最小値）となります。 

B 基礎的性状 

基礎的性状の項目全てにおいて良好ですが、原水と水道水では次の様な変化がありま

す。 

原水ではｐＨ値が高く（８．３：平均値）弱アルカリ性ですが、水道水では高度浄水処理のオ

ゾンの働きにより酸性化され、ほぼ中性（７．６：平均値）となっています。また、原水は地質に

由来するフミン質が多く含まれているため、色度が高く（３．７度：平均値）なっていますが、高

度浄水処理により、低下（０．５以下：平均値）しています。 

C 細 菌 

浄水において一般細菌及び大腸菌共に不検出です。 

湖北台系の原水では、水質基準項目ではありませんが嫌気性芽胞菌の検査を実施していま

す。これは、次の様な理由によります。 

嫌気性芽胞菌は、クリプトスポリジウムにより原水が汚染されているかどうかを判断する指標

− −63



G フッ素 

湖北台系の水道水に含まれるフッ素は、原水の深井戸水に含まれているもので、地下の

地質に由来していると考えられます。原水では０．１０mg/L 含まれており、浄水処理後にも含

まれていますが、現在の濃度は最大時でも水質基準値の１６％程度ですので、問題となる量

ではありません。 

H マンガン 

マンガンは、水道水の着色の要件により基準値が定められています。これは、水道水中に

マンガンが存在していると、消毒剤により酸化されて二酸化マンガンとなり、水道水を黒く着

色するからです。湖北台系の原水中には地下の地質の影響を受けて０．０２２mg/L 含まれて

いますが、高度浄水処理により０．００３mg/L（湖北台浄水場最大値）まで、低減化できていま

す。 

 

（（４４））  総総  括括  

湖北台系の水道水は、原水にフミン質を多く含有していることから色度が高く、アンモニア態

窒素の含有量も多いなど、水質や消毒効果に影響を与える物質が含まれていますが、高度浄

水処理により酸化・除去されるため、水質は良好であり、消毒効果も十分に確保されています。 

北千葉系の水道水についても水質は良好でした。 

水道水中の放射性物質測定検査は、厚生労働省通知（平成２４年３月５日付け健水発０３０５

第２号）「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について」に基づき、原則として 1

か月に１回以上検査を行うこととされています。ただし、「十分な検出感度による水質検査によっ

ても３か月連続して水道水又は水道原水から放射性セシウムが検出されなかった場合、以降の

検査は３か月に１回減することができる。」とされており、過去の検査結果において一度も検出さ

れたことはありませんが、水道水の安全性を確保するため、令和２年度に引続き、浄水及び原

水共に 1か月に 1回の検査を行います。 
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※
水
質
基
準
は
浄
水
に
お
け
る
基
準
と
な
る
。
な
お
、
原
水
に
お
け
る
水
質
基
準
は
な
い
。

※
「
大
腸
菌
」
の
検
査
結
果
は
、
「
検
出
」
と
な
っ
た
回
数
を
表
示
し
て
い
る
。

※
「
味
」
と
「
臭
気
」
の
検
査
結
果
は
、
「
異
常
」
が
あ
っ
た
回
数
を
表
示
し
て
い
る
。
な
お
、
「
味
」
は
湖
北
台
浄
水
場
（
原
水
）
で
は
、
検
査
対
象
で
は
な
い
。

※
検
査
回
数
が
１
回
／
年
の
項
目
は
、
平
均
欄
に
の
み
検
査
結
果
を
表
示
し
て
い
る
。
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査
項
目
の
塩
素
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、
ク
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デ
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塩
素
消
毒
に
よ
る
消
毒
副
生
成
物
で
あ
る
が
、
湖
北
台
浄
水
場
（
原
水
）
で
は
塩
素
注
入
前
の
た
め
検
査
対
象
で
は
な
い
。

※
検
査
項
目
の
残
留
塩
素
は
消
毒
用
塩
素
の
残
留
濃
度
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
湖
北
台
浄
水
場
（
原
水
）
で
は
塩
素
注
入
前
の
た
め
検
査
対
象
で
は
な
い
。

※
検
査
項
目
の
「
嫌
気
性
芽
胞
菌
」
は
、
湖
北
台
浄
水
場
（
原
水
）
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
。

※
結
果
値
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
<
」
は
値
未
満
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
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G フッ素 

湖北台系の水道水に含まれるフッ素は、原水の深井戸水に含まれているもので、地下の

地質に由来していると考えられます。原水では０．１０mg/L 含まれており、浄水処理後にも含

まれていますが、現在の濃度は最大時でも水質基準値の１６％程度ですので、問題となる量

ではありません。 

H マンガン 

マンガンは、水道水の着色の要件により基準値が定められています。これは、水道水中に

マンガンが存在していると、消毒剤により酸化されて二酸化マンガンとなり、水道水を黒く着

色するからです。湖北台系の原水中には地下の地質の影響を受けて０．０２２mg/L 含まれて

いますが、高度浄水処理により０．００３mg/L（湖北台浄水場最大値）まで、低減化できていま

す。 

 

（（４４））  総総  括括  

湖北台系の水道水は、原水にフミン質を多く含有していることから色度が高く、アンモニア態

窒素の含有量も多いなど、水質や消毒効果に影響を与える物質が含まれていますが、高度浄

水処理により酸化・除去されるため、水質は良好であり、消毒効果も十分に確保されています。 

北千葉系の水道水についても水質は良好でした。 

水道水中の放射性物質測定検査は、厚生労働省通知（平成２４年３月５日付け健水発０３０５

第２号）「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について」に基づき、原則として 1

か月に１回以上検査を行うこととされています。ただし、「十分な検出感度による水質検査によっ

ても３か月連続して水道水又は水道原水から放射性セシウムが検出されなかった場合、以降の

検査は３か月に１回減することができる。」とされており、過去の検査結果において一度も検出さ

れたことはありませんが、水道水の安全性を確保するため、令和２年度に引続き、浄水及び原

水共に 1か月に 1回の検査を行います。 
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<
0
.0
0
4

4
<
0
.0
0
4

<
0
.0
0
4

1
6

0
.0
4
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
4

<
0
.0
0
4

<
0
.0
0
4

4

（
イ
）
　
水
質
基
準
項
目
②

検
　
査
　
項
　
目

水
質
基
準

久
寺
家
あ
け
ぼ
の
公
園

船
戸
台
子
ど
も
の
遊
び
場

滝
前
谷
公
園

− −66



目
標
値

結
　
果

７
月

１
月

0
.0
2
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
0
2

1
ア
ン
チ
モ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
0
.0
2
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

0
.0
0
3
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下
<
0
.0
0
0
0
3

2
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
0
.0
0
2
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
0
2

<
0
.0
0
0
2

0
.0
2
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
0
2

3
ニ
ッ
ケ
ル
及
び
そ
の
化
合
物
0
.0
2
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

0
.0
5
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
0
5

4
削
除

0
.0
0
6
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
0
8

5
1
,2
‐
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

0
.0
0
4
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
0
4

<
0
.0
0
0
4

0
.0
0
1
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下
<
0
.0
0
0
0
3

6
削
除

0
.0
0
3
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下
<
0
.0
0
0
0
5

7
削
除

0
.0
0
5
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
0
3

8
ト
ル
エ
ン

0
.4
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
4

<
0
.0
4

0
.0
0
2
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下
<
0
.0
0
0
0
5

9
フ
タ
ル
酸
ジ
エ
チ
ル
ヘ
キ
シ
ル
（
2
-
エ
チ
ル
ヘ
キ
シ
ル
）
0
.0
8
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
8

<
0
.0
0
8

0
.0
3
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
0
3

1
0
亜
塩
素
酸

0
.6
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

0
.3
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
3

1
1
削
除

0
.1
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
1

1
2
二
酸
化
塩
素

0
.6
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

0
.2
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
2

1
3
ジ
ク
ロ
ロ
ア
セ
ト
ニ
ト
リ
ル
0
.0
1
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

0
.1
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
1

1
4
抱
水
ク
ロ
ラ
ー
ル

0
.0
2
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

0
.9
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
9

1
5
農
薬
類
（
指
標
値
）

和
と
し
て
１
以
下

0
.0
0
9
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下
<
0
.0
0
0
0
9

1
6
残
留
塩
素

1
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

0
.6

0
.6

0
.0
2
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
0
2

1
7
カ
ル
シ
ウ
ム
,マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
等
（
硬
度
）
1
0
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
上
1
0
0
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

0
.0
3
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
0
3

1
8
マ
ン
ガ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
0
.0
1
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

0
.0
2
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
0
2

1
9
遊
離
炭
酸

2
0
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

4
.0

5
.0

0
.0
2
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
0
2

2
0
1
,1
,1
-
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
0
.3
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
3

<
0
.0
3

0
.0
1
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
0
1

2
1
メ
チ
ル
-
t-
ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
0
.0
2
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

0
.3
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
3

2
2
有
機
物
等
（
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
）
3
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

1
.2

0
.9

0
.0
5
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
0
5

2
3
臭
気
強
度
（
T
O
N
）

3
以
下

<
1

<
1

和
と
し
て
１
以
下

-
2
4
蒸
発
残
留
物

3
0
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
上
2
0
0
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

2
5
濁
度

1
度
以
下

　
２
３
項
目
に
つ
い
て
抽
出
し
１
回
実
施
し
た
。

2
6
ｐ
H
値

7
.5
程
度

2
7
腐
食
性
（
ラ
ン
ゲ
リ
ア
指
数
）
-
1
程
度
と
し
、
極
力
０

-
0
.6

-
0
.9

2
8
従
属
栄
養
細
菌

1
ｍ
Ｌ
の
検
水
で
形
成
さ
れ
る
集
落
数
が
2
0
0
0
以
下

0
.0

2
.0

2
9
1
,1
-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0
.1
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

<
0
.0
1

<
0
.0
1

3
0
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
0
.1
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下

3
1
P
F
O
S
及
び
P
F
O
A

和
と
し
て
0
.0
0
0
0
5
ｍ
ｇ
/
Ｌ
以
下
0
.0
0
0
0
0
3

0
.0
0
0
0
0
1

※
「
農
薬
類
」
に
つ
い
て
は
原
水
に
お
い
て
実
施
し
た
。

目
標
値

結
　
果

1
p
g-
T
E
Q
/
L
以
下

0
.0
0
3
7

（
ウ
）
　
水
質
管
理
目
標
設
定
項
目
（
令
和
2
年
7
月
及
び
令
和
3
年
1
月
実
施
）

メ
コ
プ
ロ
ッ
プ

0
.0
0

指
標
値
の
比
の
和

0
.0
0

※
農
薬
類
の
検
査
は
、
設
定
１
２
０
項
目
中
「
ゴ
ル
フ
場
使
用
農
薬
」
な
ど

ブ
タ
ミ
ホ
ス

0
.0
0

ベ
ン
フ
ル
ラ
リ
ン

0
.0
0

ペ
ン
デ
ィ
メ
タ
リ
ン

0
.0
0

テ
ル
ブ
カ
ル
ブ

0
.0
0

ナ
プ
ロ
パ
ミ
ド

0
.0
0

ピ
リ
ブ
チ
カ
ル
ブ

0
.0
0

メ
プ
ロ
ニ
ル

0
.0
0

ア
シ
ュ
ラ
ム

0
.0
0

8
月
実
施
（
右
表
）

ジ
チ
オ
ピ
ル

0
.0
0

キ
ャ
プ
タ
ン

0
.0
0

ペ
ン
シ
ク
ロ
ン

0
.0
0

メ
タ
ラ
キ
シ
ル

0
.0
0

ト
リ
ク
ロ
ル
ホ
ン

0
.0
0

ピ
リ
ダ
フ
ェ
ン
チ
オ
ン

0
.0
0

オ
キ
シ
ン
銅

0
.0
0

ア
セ
フ
ェ
ー
ト

0
.0
0

イ
ソ
フ
ェ
ン
ホ
ス

0
.0
0

ク
ロ
ル
ピ
リ
ホ
ス

0
.0
0

シ
マ
ジ
ン

0
.0
0

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ

0
.0
0

1
,3
-
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

0
.0
0

湖
北
台
浄
水
場
（
浄
水
）

湖
北
台
浄
水
場
（
原
水
）

検
査
項
目

目
標
値

結
　
果

検
査
項
目

指
標
値
の
比

チ
ウ
ラ
ム

0
.0
0

（
エ
）
　
農
薬
類
（
令
和
2
年
8
月
実
施
）

（
オ
）
　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
令
和
2
年
8
月
実
施
）

湖
北
台
浄
水
場
（
原
水
）

検
査
項
目

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

検
　
査

検
　
査

検
　
査

最
　
大

最
　
小

平
　
均

回
　
数

最
　
大

最
　
小

平
　
均

回
　
数

最
　
大

最
　
小

平
　
均

回
　
数

1
一
般
細
菌

1
0
0
個
/
ｍ
Ｌ
以
下

0
0

0
1
2

0
0

0
1
2

0
0

0
1
2

2
大
腸
菌

検
出
さ
れ
な
い
こ
と

0
1
2

0
1
2

0
1
2

3
カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
0
.0
0
3
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
0
3

<
0
.0
0
0
3

<
0
.0
0
0
3

4
<
0
.0
0
0
3

<
0
.0
0
0
3

<
0
.0
0
0
3

4
<
0
.0
0
0
3

<
0
.0
0
0
3

<
0
.0
0
0
3

4
4
水
銀
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
0
0
5
m
ｇ
／
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
0
0
5

<
0
.0
0
0
0
5

<
0
.0
0
0
0
5

4
<
0
.0
0
0
0
5

<
0
.0
0
0
0
5

<
0
.0
0
0
0
5

4
<
0
.0
0
0
0
5

<
0
.0
0
0
0
5

<
0
.0
0
0
0
5

4
5
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
0
.0
1
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
6
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
7
ヒ
素
及
び
そ
の
化
合
物

0
.0
1
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
8
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

0
.0
2
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

4
<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

4
<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

4
9
亜
硝
酸
態
窒
素

0
.0
4
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
4

<
0
.0
0
4

<
0
.0
0
4

4
<
0
.0
0
4

<
0
.0
0
4

<
0
.0
0
4

4
<
0
.0
0
4

<
0
.0
0
4

<
0
.0
0
4

4
1
0
シ
ア
ン
化
物
イ
オ
ン
及
び
塩
化
シ
ア
ン
0
.0
1
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
1
1
硝
酸
態
窒
素
及
び
亜
硝
酸
態
窒
素
1
0
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

2
.4
2

1
.4
7

1
.8
6

4
2
.4
3

1
.4
6

1
.8
7

4
1
.5
9

1
.3
4

1
.4
8

4
1
2
フ
ッ
素
及
び
そ
の
化
合
物
0
.8
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

0
.1
3

0
.0
9

0
.1
2

4
0
.1
3

0
.0
9

0
.1
2

4
0
.1
2

0
.1
1

0
.1
2

4
1
3
ホ
ウ
素
及
び
そ
の
化
合
物
1
.0
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

<
0
.1

<
0
.1

<
0
.1

4
<
0
.1

<
0
.1

<
0
.1

4
<
0
.1

<
0
.1

<
0
.1

4
1
4
四
塩
化
炭
素

0
.0
0
2
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
0
2

<
0
.0
0
0
2

<
0
.0
0
0
2

4
<
0
.0
0
0
2

<
0
.0
0
0
2

<
0
.0
0
0
2

4
<
0
.0
0
0
2

<
0
.0
0
0
2

<
0
.0
0
0
2

4
1
5
1
.4
-
ジ
オ
キ
サ
ン

0
.0
5
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
5

<
0
.0
0
5

<
0
.0
0
5

4
<
0
.0
0
5

<
0
.0
0
5

<
0
.0
0
5

4
<
0
.0
0
5

<
0
.0
0
5

<
0
.0
0
5

4
シ
ス
-
1
.2
-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
及
び

ト
ラ
ン
ス
-
1
.2
-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

1
7
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0
.0
2
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

4
<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

4
<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

4
1
8
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0
.0
1
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
1
9
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0
.0
1
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
2
0
ベ
ン
ゼ
ン

0
.0
1
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
2
1
塩
素
酸

0
.6
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

0
.0
6

<
0
.0
6

<
0
.0
6

4
0
.0
6

<
0
.0
6

<
0
.0
6

4
<
0
.0
6

<
0
.0
6

<
0
.0
6

4
2
2
ク
ロ
ロ
酢
酸

0
.0
2
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

4
<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

4
<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

<
0
.0
0
2

4
2
3
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

0
.0
6
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

0
.0
0
2

<
0
.0
0
1

0
.0
0
1

4
0
.0
0
2

<
0
.0
0
1

0
.0
0
1

4
0
.0
0
2

<
0
.0
0
1

0
.0
0
1

4
2
4
ジ
ク
ロ
ロ
酢
酸

0
.0
3
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

<
0
.0
0
3

<
0
.0
0
3

<
0
.0
0
3

4
<
0
.0
0
3

<
0
.0
0
3

<
0
.0
0
3

4
<
0
.0
0
3

<
0
.0
0
3

<
0
.0
0
3

4
2
5
ジ
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0
.1
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

0
.0
0
6

0
.0
0
3

0
.0
0
5

4
0
.0
0
6

0
.0
0
3

0
.0
0
5

4
0
.0
0
7

0
.0
0
3

0
.0
0
5

4
2
6
臭
素
酸

0
.0
1
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

0
.0
0
3

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
0
.0
0
2

<
0
.0
0
1

<
0
.0
0
1

4
0
.0
0
8

0
.0
0
5

0
.0
0
6

4
2
7
総
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン

0
.1
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

0
.0
1
2

0
.0
0
8

0
.0
1
0

4
0
.0
1
2

0
.0
0
8

0
.0
1
0

4
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浄水場設備運転及び維持管理業務等包括委託の図式 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以前 

平成 23 年度～ 
平成 26 年度 

平成 27 年度～ 
令和元年度 

・浄水場設備運転及び巡回点検業務 
・浄水場等の維持管理業務 

・浄水場設備運転及び巡回点検業務 
・電気機械設備機器年次保守点検及び持管理業務 

工業計器保守点検、非常用発電機保守点検 
次亜注入設備保守点検、高度浄水処理設備保守点検 
圧力末端局保守点検、配水残塩計保守点検 他 

・浄水施設の修繕及び清掃業務 
配水ポンプ整備、オゾン接触槽及びろ過原水ポンプ井清掃業務 
軽微な修繕業務 

・薬品管理業務 
次亜塩素酸ナトリウム調達、高度浄水処理施設活性炭調達 

・水質問合せ対応業務 

・浄水場設備運転及び巡回点検業務 
・浄水場等の維持管理業務 

電気計装設備保守点検、非常用発電機保守点検 
連続自動水質監視装置保守点検 他 

・賃貸借 
非常用発電機賃貸借 

委委
託託
内内
容容  

令和 2 年度～ 
令和 6 年度 

・浄水場設備運転及び巡回点検業務 
・電気機械設備機器年次保守点検及び持管理業務 

工業計器保守点検、非常用発電機保守点検 
次亜注入設備保守点検、高度浄水処理設備保守点検 
配水ポンプ及び送水ポンプ整備、着水井清掃業務、修繕業務 他 

・施設管理業務 
消防設備保守点検、浄水場除草業務、浄水場管理棟清掃業務 他 

・薬品管理業務 
次亜塩素酸ナトリウム調達 
高度浄水処理施設活性炭の再生及び調達 

・水質問合せ対応業務、水質管理業務（洗管作業） 

委委
託託
内内
容容  

委委
託託
内内
容容  

５ 浄水場設備運転及び維持管理業務等包括委託 

平成２２年度までの浄水場に関連する維持管理業務は、それぞれの業務を個別に発注して

いましたが、平成２３年度に提案型公共サービス民営化制度による業務提案により、浄水場

設備運転及び巡回点検と、電気計装設備や非常用発電機などの一部保守点検業務等を一括発

注する第１期の包括業務委託が始まりました。 
平成２７年度から令和元年度までの第２期包括業務委託においては、民間の高度な技術力

と豊富な経験、創意工夫を活用し、浄水場運転管理業務をより高度化するとともに、更なる

業務の効率化を図り、より良質で安全な飲料水を安定的に供給することを目的として、業務

内容に浄水場に関連する大半の保守点検業務や水質問合せ対応業務などを拡充しました。 
受託者の選定は、事業者の技術力や能力、必要な業務遂行能力を有する者なのか、業務に

対する創意工夫などの点も業務提案内容を含めて適切に評価でき、さらに優先交渉権者選定

後の契約交渉において、業務内容に関わる細部な部分の調整が行なえることで委託者、受託

者間で適切な役割分担を構築することが可能であること等を勘案し、公募型プロポーザル方

式を採用し、昱株式会社千葉支店を受託業者として選定しました。 
令和２年度から令和６年度までの第３期包括業務委託においては、適正な浄水処理と安全

な水の安定供給の更なる強化や浄水場施設全体の管理による業務の効率化などを目的とし、

業務内容に浄水場に関連する保守業務、維持管理業務及び水質管理業務（洗管作業）などを

拡充しました。 
受託者の選定は、第２期包括業務委託と同様に公募型プロポーザル方式を採用し、昱株式

会社千葉支店を受託業者として選定しました。 
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